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科学技術・イノベーション基本計画（令和３年３月２６日閣議決定） 

防災科学技術関連（抄） 
 
第１章 基本的な考え方 
１．現状認識 
（１）国内外における情勢変化 
① 世界秩序の再編の始まり 

（前略）科学技術・イノベーションは、激化する国家間の覇権争いの中核となっている。米中をはじめとす
る主要国は、先端的な基礎研究とその成果の実用化にしのぎを削り、その果実を、安全保障上の脅威等への対
応のための有効な対応策として位置付け、感染症の世界的流行、国際テロ・サイバー攻撃、激甚化する大規模
自然災害への対応も含め活用する取組を進めている。また、こうした中、技術流出問題も顕在化しており、各
国ともこれを防ぐ取組を強化している（後略）。 
 
② 現実の脅威となったグローバル・アジェンダ 

（前略）特に地球温暖化が引き起こす気候変動問題は、多頻度かつ激甚化する大規模自然災害となって、現
実の脅威となり、「気候危機」とも言われる人類が直面する最大の課題となっている。これを踏まえて、欧州、
米国、中国などの諸外国では、コロナ禍で落ち込んだ経済回復と環境投資を一体的に行うべく、大規模な投資
を計画1している（後略）。 
 
２．「科学技術・イノベーション政策」としての第 6 期基本計画 
（２）25 年ぶりの科学技術基本法の本格的な改正 

（前略）科学技術基本法改正の一つの柱として「人文・社会科学」の振興が法の対象に加えられた背景とし
ては、科学技術・イノベーション政策が、研究開発だけでなく、社会的価値を生み出す政策へと変化してきた
中で、これからの政策には、一人ひとりの価値、地球規模の価値を問うことが求められているという点が挙げ
られる。今後は、人文・社会科学の厚みのある「知」の蓄積を図るとともに、自然科学の「知」との融合によ
る、人間や社会の総合的理解と課題解決に資する「総合知」の創出・活用がますます重要となる。科学技術・
イノベーション政策自体も、人文・社会科学の真価である価値発見的な視座を取り込むことによって、社会へ
のソリューションを提供するものへと進化することが必要である（後略）。 

 
３．Society 5.0 という未来社会の実現 
（１）我が国が目指す社会（Society 5.0） 

（前略）特に気候変動を一因とする甚大な気象災害やパンデミックの発生などの差し迫った脅威の克服や、
今後とも発生するであろう非連続な変化に対する洞察とその準備は、我が国にとって喫緊の課題であり、また、
ＩＣＴの浸透により、新たな価値として人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるＤＸの推進は、
個々のニーズにかなったソリューションを提供する可能性を広げている。そして、これらの実現は、企業のビ

                                                      
1 欧州委員会は復興基金及び 2021 年から 2027 年の多年度財政枠組の総額約 1 兆 8000 億ユーロ（219 兆円）のうち、約 30％は気候変動対策

に支出と発表。米国バイデン新政権は、パリ協定への復帰と、クリーンエネルギーのインフラ・技術の導入促進のため、４年間で 4000 億ド
ル（38 兆円）の政府調達を計画。中国は新基建（新型基礎インフラ建設）政策として、2025 年までに約 10 兆元（約 150 兆円）をクリーン
エネルギーや次世代インフラに投資することを計画。 
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ジネスモデルの変化、更には産業構造の改革につながり、ひいては我が国の国際競争力に資する（後略）。 
 

① 国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会 
我が国の社会や国民生活は、災害、未知の感染症、サイバーテロなど様々な脅威にさらされているとともに、

我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増しており、国民の大きな不安の根源の一つとなっている。ま
た、これらの脅威に加え、米中による技術覇権争いの激化、国際的なサプライチェーンの寸断リスクや技術流
出のリスクが顕在化するなど、安定的かつ強靱な経済活動を確立することも求められており、我が国の技術的
優越の維持・確保が鍵となる（後略）。 
 
 
第２章 Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策 
１．国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革 

我が国の社会を再設計し、地球規模課題の解決を世界に先駆けて達成し、国民の安全・安心を確保すること
で、国民一人ひとりが多様な幸せを得られる社会への変革を目指す。 

このため、まずは、(1)サイバー空間とフィジカル空間とがダイナミックな好循環を生み出す社会へと変革
させ、いつでも、どこでも、誰でも、安心してデータやＡＩを活用できるようにする。そしてデータやＡＩを
最大限活用し、グローバルな課題への貢献と国内システムの改革に取り組まなければならない。 

具体的には、(2)地球規模課題へ対応し、我が国の温室効果ガス排出量を 2050 年までに実質ゼロとし、世界
のカーボンニュートラルを牽引するとともに、循環経済への移行を進めることで持続可能な社会を構築する。
また、(3)自然災害や新型コロナウイルス感染症など、顕在化する経済社会や国民の日常生活のリスクを低減
するとともに、国力の源泉である重要な情報を守り切ることで、強靱な社会を構築する。 

また、(4)社会のニーズを原動力として課題の解決に挑むスタートアップを次々と生み出し、企業、大学、
公的研究機関等の多様な主体が連携して価値を共創する新たな産業基盤を構築する。そして、(5)地域が抱え
る課題の解決を図り、Society 5.0 を先行的に実現する多様で持続可能な都市・地域（スマートシティ2）を全
国へ、そして世界へ展開する。 

さらに、(6)上記の取組を支えるとともに、様々な社会課題に対応するため、「総合知」を活用し、ミッショ
ンオリエンテッド型研究開発や社会実装を戦略的に推進し、イノベーションを創出する。加えて、社会変革を
支えるための科学技術外交を展開し、戦略的に国際ネットワークを構築していく（後略）。 

 
（１）サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出 
 
(b)あるべき姿とその実現に向けた方向性 

（前略）行政機関が「データホルダー・プラットフォーム」としての役割を担い、ベース・レジストリ3の整
備や、行政サービスに関連したデータの標準化と民間への開放を進めるとともに、教育、医療、防災等の分野
に関しては、国が整備する安全・安心で信頼できるデータプラットフォームを官・民が一体となって活用する
ことで、あらゆるモノやサービスに関する多種多様なデータを基にしたデジタルツインをサイバー空間に構
築する（後略）。 

                                                      
2 ＩＣＴ等の新技術を活用しつつ、マネジメント（計画、整備、管理・運営等）の高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、

新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域。 
3 公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データ。 
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【目標】 
・ 「データ戦略」を完遂し、サイバー空間とフィジカル空間とがダイナミックな好循環を生み出す社会へ

と変革させ、いつでも、どこでも、誰でも、安心してデータやＡＩを活用して新たな価値を創出できる
ようになる。 

 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ スタートアップや研究者を含めた誰もが、分野間でデータを連携・接続できる環境を整備 

防災分野：全都道府県でＳＩＰ４D4を活用した災害対応が可能 
スマートシティ：100 程度の地方公共団体・地域（スタートアップ・エコシステム拠点都市を含む） 

 
 (c)具体的な取組（抜粋） 
②データプラットフォームの整備と利便性の高いデータ活用サービスの提供 

〇教育、医療、防災等の分野において、官民が一体となって活用でき、民間サービス創出の促進に資するデ
ータプラットフォームを、データ戦略のタイムラインに従い、2025 年までに構築し、運用を開始すると
ともに、その際、データプラットフォームの整備及び利活用状況について測定可能な指標が策定・運用さ
れている状態となることを目指す。 【ＩＴ、科技、防災、文、厚、国、関係府省】 

 
（２）地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進 
(a) 現状認識 

急激な気候変動に伴う気象災害や、それによる人的・経済的損失の拡大、生物多様性の劣化、海洋プラスチ
ックごみ問題など、地球規模での社会的な課題が深刻化している。中でも、気候変動問題への対応は喫緊の課
題であり、その解決に向けて、2020 年から本格的に運用されているパリ協定を着実に実施し、同協定の目指
す今世紀後半の世界の脱炭素社会の実現に向けた取組を進めていくことが不可欠となっている（後略）。 

 
(c)具体的な取組 
① 革新的環境イノベーション技術の研究開発・低コスト化の促進（抜粋） 

○高精度な気候変動予測情報の創出や、気候変動課題の解決に貢献するため温室効果ガス等の観測データ
や予測情報などの地球環境ビッグデータの蓄積・利活用を推進する。 【文、環】 

 
（３）レジリエントで安全・安心な社会の構築 
(a) 現状認識 

近年の自然環境や経済・社会活動を巡る非連続な変化に伴い、国及び国民の安全・安心は脅威にさらされて
いる。気候変動等に伴い風水害等が頻発化、激甚化しつつある上、近い将来、大規模な地震・津波災害の発生
が高い確率で想定され、現状の防災対策水準では、逃げ遅れによる死者・行方不明者の発生や、家屋やインフ
ラの被災による国民生活や経済社会に対する被害の防止が困難な状況にある。 

また、国民の安全・安心を確保し、社会経済活動を支える基盤として、インフラの維持管理、更新は極めて
重要であるが、インフラの老朽化が加速する中において、予算や人手の不足による不十分なメンテナンスなど
に起因する機能喪失や大規模事故の発生、災害に対する脆弱化等が懸念される（後略）。 

                                                      
4 ２章１．（３）を参照 
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【現状データ】（参考指標） 
・ 自然災害による死者・行方不明者数：114 人（2019 年）5 
・ 自然災害による施設関係等被害額：約 1 兆円（2018 年）6 
・ 短時間強雨（50mm/h 以上）の年間発生回数：約 327 回/年（2010～2019 年平均）7（後略） 

 
(b) あるべき姿とその実現に向けた方向性 

頻発化・激甚化する自然災害に対し、先端ＩＣＴに加え、人文・社会科学の知見も活用した総合的な防災力
の発揮により、適切な避難行動等による逃げ遅れ被害の最小化、市民生活や経済の早期の復旧・復興が図られ
るレジリエントな社会を構築する。これに加えて、必要なインフラの建設・維持管理・更新改良等を効率的に
実施することにより、機能や健全性を確保し、事故や災害のリスクを低減するなど、国土強靱化に係る科学技
術・イノベーションを活用した総合的な取組を推進する。 

さらに、多様化・高度化しつつ刻々と変化を続けるサイバー空間等の新たな領域における攻撃や、新たな生
物学的な脅威から、国民生活及び経済社会の安全・安心を確保する。 

世界的規模での地政学的な環境変化が起き、覇権争いの中核が科学技術・イノベーションとなっている現況
下にあって、科学技術・イノベーションが国家の在り様に与える影響はますます増大するとの認識の下、産学
官が連携し、分野横断的に先端技術の研究開発を推進し、安全・安心で強靱な社会の構築に貢献するとともに、
国力の根源である重要な情報を守り切る。 

このような、レジリエントで安全・安心な社会を目指すため、様々な脅威に対する総合的な安全保障の実現
を通して、我が国の平和を保ち、国及び国民の安全・安心を確保するために、関係府省庁、産学官が連携して
我が国の高い技術力を結集するとともに、「知る」「育てる」「生かす」「守る」の視点が重要である。すなわち、
「『安全・安心』の実現に向けた科学技術・イノベーションの方向性」8に基づき、いかなる脅威があるのか、
あるいは脅威に対応できる技術を「知る」とともに、必要な技術をどのように「育てる」のか、育てた技術を
どのように社会実装し「生かす」のかを検討し、また、それらの技術について流出を防ぐ「守る」取組を進め
る。具体的には、我が国が育てるべき重要技術分野の明確化及び重要技術への重点的な資源配分を実施すると
ともに、我が国の技術的優越を確保・維持する観点や、研究開発成果の大量破壊兵器等への転用防止といった
観点から、適切な技術流出対策等を着実に実施する。これらにより、我が国にとっての重要技術を守るととも
に、我が国の研究セキュリティを確保し、総合的な安全保障を実現する。 

 
【目標】 
・ 頻発化・激甚化する自然災害、新たな生物学的脅威などの国民生活及び経済社会への様々な脅威に関す

る社会的な不安を低減・払拭し、国民の安全・安心を確保する。 
 
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 

                                                      
5 内閣府「令和２年版 防災白書」 
6 内閣府「令和２年版 防災白書」 
7 気象庁「全国（アメダス）の１時間降水量 50mm 以上の年間発生回数」（2020 年）、 

URL: https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html 
8 2020 年 1 月 21 日統合イノベーション戦略推進会議決定 
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・ 基盤的防災情報流通ネットワークＳＩＰ４D（Shared Information Platform for Disaster Management）
を活用した災害対応が可能な都道府県数：全都道府県（2023 年） 

・ 防災チャットボット9の運用地方公共団体数：100 以上（2023 年） 
・ 2025 年度目途に府省庁及び主要な地方公共団体・民間企業のインフラデータプラットフォーム間の連

携及び主要他分野とのデータ連携を完了 
・ 2021 年度にサイバーセキュリティ情報を国内で収集・生成・提供するためのシステム基盤を構築、産

学への開放を実施 
・ 生物学的脅威に対する対応力強化：2021 年度より感染症に係る情報集約・分析・提供のためのシステ

ムを強化し、随時情報集約を実施。2022 年度より、研究者の分析に基づくリスクコミュニケーション
のための情報を提供 

・ 新たなシンクタンク機能：2021 年度より立ち上げ、2023 年度を目途に組織設立 
 
(c) 具体的な取組 
① 頻発化、激甚化する自然災害への対応 

〇国際的な枠組みを踏まえた地震・津波等に係る取組も含め、自然災害に対する予防、観測・予測、応急対
応、復旧・復興の各プロセスにおいて、気候変動も考慮した対策水準の高度化に向けた研究開発や、それ
に必要な観測体制の強化や研究施設の整備等を進め、特に先端ＩＣＴ等を活用したレジリエンスの強化を
重点的に実施する。組織を越えた防災情報の相互流通を担うＳＩＰ４Ｄを核とした情報共有システムの都
道府県・市町村への展開を図るとともに、地域の防災力の強化に取り組むほか、データ統合・解析システ
ム（ＤＩＡＳ10）を活用した地球環境ビッグデータの利用による災害対応に関する様々な場面での意思決
定の支援や、地理空間情報を高度に活用した取組を関係府省間で連携させる統合型 G 空間防災・減災シ
ステムの構築を推進する。さらに、産官学民による災害対応の更なる最適化支援及び自助・共助・公助の
取組に資する国民一人ひとりとのリスクコミュニケーションのための情報システムを充実するなど、災害
対応のＤＸ化を推進する。そのため、ＳＩＰ４Ｄについて、2021 年度より都道府県災害情報システムと
の連接を順次実施する。また、防災チャットボットについて、2023 年度より市町村及び住民との情報共
有のためのシステムの一部を稼働するとともに、更なるシステムの充実に取り組む。 

 【科技、防災、関係府省、関係地方公共団体】 
〇情報共有システムに係る研究基盤を構築するとともに、人文・社会科学の知見も活用した防災対策水準の

評価や避難者の行動心理分析、防災における社会的要請や課題の分析、防災技術のベンチマーキングなど
を踏まえた、防災研究の全体俯瞰に基づく効率的・効果的な研究開発投資及び社会実装の取組を実施する。
 【科技、防災、関係府省、関係地方公共団体】 

 
② デジタル化等による効率的なインフラマネジメント（抜粋） 

〇インフラ分野での連携型データプラットフォームの構築に向け、2021 年度までに府省庁及び主要な地方
公共団体・民間企業のデータプラットフォーム間の連携のための環境を整備し、以降、インフラ管理者間
の連携を進めるとともに、国土強靱化その他の付加価値創出に向け、防災分野、都市分野、産業分野等と
のデータ連携を実施する。 【科技、関係府省】 

                                                      
9 災害時に、ＳＮＳ上で、ＡＩを活用して人間に代わって自動的に被災者と対話するシステム。ＳＩＰ（第２期）研究開発課題「国家レジリ

エンス（防災・減災）の強化」（2018 年度～2022 年度）において研究開発を実施。 
10 ＤＩＡＳ：Data Integration and Analysis System 
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⑤ 宇宙・海洋分野等の安全・安心への脅威への対応 

〇宇宙分野や海洋分野を含むその他の安全・安心への脅威に対し、国際的な連携体制を確保しつつ、先端的
な基盤技術の研究開発や、それぞれの課題に対応した研究開発と社会実装を実施する。 

 【内閣官房、科技、宇宙、海洋、外、文、経、防、関係府省】 
 
⑥ 安全・安心確保のための「知る」「育てる」「生かす」「守る」取組 

安全・安心の実現のための重要な諸課題に対応し、科学技術の多義性を踏まえつつ、総合的な安全保障の
基盤となる科学技術力を強化するため、分野横断的な取組を実施する。 

〇国民生活、社会経済に対する脅威の動向の監視・観測・予測・分析、国内外の研究開発動向把握や人文・
社会科学の知見も踏まえた課題分析を行う取組を充実するため、安全・安心に関する新たなシンクタンク
機能の体制を構築し、今後の安全・安心に係る科学技術戦略や重点的に開発すべき重要技術等の政策提言
を行う。そのため、2021 年度より新たなシンクタンク機能を立ち上げ、2023 年度を目途に組織を設立し、
政策提言を実施する。 【内閣官房、科技、関係府省】 

 
（６）様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用 

(c)具体的な取組 
① 総合知を活用した未来社会像とエビデンスに基づく国家戦略の策定・推進 

〇人文・社会科学の知と自然科学の知の融合による人間や社会の総合的理解と課題解決に貢献する「総合知」
に関して、基本的な考え方や、戦略的に推進する方策について 2021 年度中に取りまとめる。あわせて、
人文・社会科学や総合知に関連する指標について 2022 年度までに検討を行い、2023 年度以降モニタリ
ングを実施する。 【科技、文】 

〇未来社会像を具体化し、政策を立案・推進する際には、人文・社会科学と自然科学の融合による総合知を
活用し、一つの方向性に決め打ちをするのではなく、複線シナリオや新技術の選択肢を持ち、常に検証し
ながら進めていく必要がある。公募型研究事業の制度設計も含む科学技術・イノベーション政策の検討・
策定の段階から検証に至るまで、人文・社会科学系の知見を有する研究者、研究機関等の参画を得る体制
を構築する。あわせて、各研究開発法人は、それぞれのミッションや特徴を踏まえつつ、中長期目標の改
定において、総合知を積極的に活用する旨、目標の中に位置づける。 【科技、関係府省】 

 
② 社会課題解決のためのミッションオリエンテッド型の研究開発の推進 

〇我が国や世界が抱える感染症対策、少子高齢化、地球環境問題、防災、地方創生、食品ロスの削減、食料
や資源エネルギー等といった社会課題について、国内外のニーズを取り込み、継続的に観測・収集される
様々なデータの分析に基づき、市民をはじめとする多様なセクターの参加を得ながら課題解決に向けた具
体的なミッションを定め、次期ＳＩＰをはじめとする様々な枠組みで研究開発を推進する。 

 【科技、関係府省庁】 
 

③ 社会課題解決のための先進的な科学技術の社会実装 
〇日本の経済・産業競争力にとって重要で、かつ複数の府省に関係する課題については、引き続き、産学官

による大規模な連携体制を構築し、「総合知」を活用しながら社会実装の実現に向けて制度改革を包含し
た総合的な研究開発を推進する。このため、次期ＳＩＰをはじめとする国家プロジェクトの在り方、ＳＩ
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Ｐ型マネジメントの他省庁プロジェクトへの展開方法について、2021 年中に検討を行い、今後のプロジ
ェクトに反映させる。すでに、ＳＩＰ第 2 期の自動運転などの一部の課題では、人文・社会科学分野の研
究に取り組んでおり、2021 年度以降、こうした取組を発展させる。また、次期ＳＩＰにおいては、社会
課題解決の実行可能性を向上していくために、人文・社会科学系の知見を有する研究者や研究機関の参画
を促進する仕組みと「総合知」を有効に活用するための実施体制を全ての課題に組み込むことを要件とし、
その活動について評価を行う。 【科技】 

〇次期ＳＩＰの課題候補については、ＣＳＴＩの司令塔機能を強化するため 2021 年末に向けて検討を行う。
具体的には、第６期基本計画や統合戦略、統合イノベーション戦略推進会議が策定する各種分野別戦略等
に基づき、ＣＳＴＩが中期的に取り組むべき社会課題の見極めを行い、その社会課題の中で府省横断的に
取り組むべき技術開発テーマについて「総合知」を活用しながら、調査・検討を行う。 【科技】 

   
２．知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化 

 
（１）多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築 
(c) 具体的な取組 
⑦ 人文・社会科学の振興と総合知の創出 

〇人文・社会科学分野の学術研究を支える大学の枠を超えた共同利用・共同研究体制の強化・充実を図ると
ともに、科研費等による内在的動機に基づく人文・社会科学研究の推進により、多層的・多角的な知の蓄
積を図る。 【文】 

〇未来社会が直面するであろう諸問題に関し、人文・社会科学系研究者が中心となって研究課題に取り組む
研究支援の仕組みを 2021 年度中に創設し推進する。その際、若手研究者の活躍が促進されるような措置
をあわせて検討する。 【文】 

〇人文・社会科学の研究データの共有・利活用を促進するデータプラットフォームについて、2022 年度ま
でに我が国における人文・社会科学分野の研究データを一元的に検索できるシステム等の基盤を整備する
とともに、それらの進捗等を踏まえた 2023 年度以降の方向性を定め、その方針に基づき人文・社会科学
のデータプラットフォームの更なる強化に取り組む。また、研究データの管理・利活用機能など、図書館
のデジタル転換等を通じた支援機能の強化を行うために、2022 年度までに、その方向性を定める。【文】 

〇「総合知」の創出・活用を促進するため、公募型の戦略研究の事業においては、2021 年度から、人文・
社会科学を含めた「総合知」の活用を主眼とした目標設定を積極的に検討し、研究を推進する。また、「総
合知」の創出の積極的な推進に向けて、世界最先端の国際的研究拠点において、高次の分野融合による「総
合知」の創出も構想の対象に含むこととする。 【科技、文】 

〇関係省庁の政策課題を踏まえ、人文・社会科学分野の研究者と行政官が政策研究・分析を協働して行う取
組を 2021 年度から更に強化する。また、未来社会を見据え、人文・社会科学系の研究者が、社会の様々
なステークホルダーとともに、総合知により取り組むべき課題を共創する取組を支援する。こうした取組
を通じて、社会の諸問題解決に挑戦する人的ネットワークを強化する。 【文】 

〇人文・社会科学の知と自然科学の知の融合による人間や社会の総合的理解と課題解決に貢献する「総合知」
に関して、基本的な考え方や、戦略的に推進する方策について 2021 年度中に取りまとめる。あわせて、
人文・社会科学や総合知に関連する指標について 2022 年度までに検討を行い、2023 年度以降モニタリン
グを実施する。 【科技、文】 

〇上述の「総合知」に関する方策も踏まえ、社会のニーズに沿ったキャリアパスの開拓を進めつつ、大学院
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教育改革を通じた人文・社会科学系の人材育成の促進策を検討し、2022 年度までに、その方向性を定め
る。 【科技、文】 

 
第３章 科学技術・イノベーション政策の推進体制の強化 
２．官民連携による分野別戦略の推進 
⑥宇宙 

今日、測位・通信・観測等の宇宙システムは、我が国の安全保障や経済・社会活動を支えるとともに、
Society 5.0 の実現に向けた基盤としても、重要性が高まっている（中略）。 

こうした認識の下、第６期基本計画期間中は、「宇宙基本計画11」に基づき、産学官の連携の下、準天頂衛
星システムや情報収集衛星等の開発・整備、災害対策・国土強靱化や地球規模課題の解決に貢献する衛星開
発、アルテミス計画による月面探査に向けた研究開発、宇宙科学・探査の推進、基幹ロケットの開発・高度
化、将来宇宙輸送システムの検討、各省連携による戦略的な衛星開発・実証の推進、衛星データ利用の拡
大・高度化、スペースデブリ対策や宇宙交通管理を含む将来の宇宙活動のルール形成、宇宙活動を支える人
材基盤の強化等を推進していく。 
 
⑦海洋 

四方を海に囲まれ、世界有数の広大な管轄海域12を有する我が国には、領土・領海の保全と国民の安全を
確保すべく海を守り、経済社会の存立・成長の基盤として海を生かし、貴重な人類の存立基盤として海を子
孫に継承していくことが求められている。また、海洋の生物資源や生態系の保全、エネルギー・鉱物資源確
保、地球温暖化や海洋プラスチックごみなどの地球規模課題への対応、地震・津波・火山等の脅威への対
策、北極域の持続的な利活用、海洋産業の競争力強化等において、海洋に関する科学的知見の収集・活用は
不可欠である。2021 年からの「国連持続可能な開発のための海洋科学の 10 年」では、我が国の強みである
科学技術の力をもって世界に貢献していくことが求められている。 

このため、第６期基本計画期間中は、「海洋基本計画13」に基づき、海洋に関する施策を総合的かつ計画的
に推進する。特に海洋観測は海洋科学技術の最重要基盤であり、ＭＤＡ14の能力強化や、カーボンニュート
ラル実現に向けた広大な海洋環境の把握能力を高めるため、氷海域、深海部、海底下を含む海洋の調査・観
測技術の向上を目指し、研究船の他、ＲＯＶ15やＡＵＶ16、海底光ファイバケーブル、無人観測艇等の観測技
術の開発を進めていく。さらに、データや情報の処理・共用・利活用の高度化を進めるため、データ・計算
共用基盤の構築・強化による観測データの徹底的な活用を図るとともに、海洋観測の Internet of 
Laboratory17の実現により、海洋分野におけるデータ駆動型研究を推進することを通じて、人類全体の財産で
ある海洋の価値創出を目指す。 

これらを進めるために、産学官連携を強力に推進し、海洋分野のイノベーションの創出を目指す。 

                                                      
11 2020 年 6 月 30 日閣議決定 
12 我が国の領海（内水を含む。）及び排他的経済水域の面積は世界第６位、各国の海外領土の持つ海域も当該国のものとすると世界第８位とさ

れる。 
13 第３期海洋基本計画は 2018 年５月 15 日閣議決定。海洋基本法は、おおむね５年ごとに、海洋基本計画の見直しを行うこととしている。 
14 ＭＤＡ：Maritime Domain Awareness。海洋状況把握。 
15 ＲＯＶ：Remotely Operated Vehicle。遠隔操作型無人探査機。 
16 ＡＵＶ：Autonomous Underwater Vehicle。自律型無人探査機。 
17 種々の機器やデータ等が大容量のデータ通信を可能とするネットワークインフラでリアルタイムにつながり、場所を問わずシームレスに研

究活動を行える仕組みのこと。 




